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○

児
童
手
当
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）
※
様
式
改
正
部
分
を
除
く
。

改

正

後

改

正

前

（
認
定
の
請
求
）

（
認
定
の
請
求
）

第
一
条
の
四

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
手
当
の
受
給
資
格
及
び
そ
の

第
一
条
の
四

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
手
当
の
受
給
資
格
及
び
そ
の

額
に
つ
い
て
の
認
定
の
請
求
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
請
求
書
を
市
町
村
長
に
提

額
に
つ
い
て
の
認
定
の
請
求
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
請
求
書
を
市
町
村
長
に
提

出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

（
削
る
）

十

一
般
受
給
資
格
者
が
令
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
所
得
割
の
納
税

義
務
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

十

一
般
受
給
資
格
者
が
被
用
者
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
用
者
を

十
一

一
般
受
給
資
格
者
が
被
用
者
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
用
者

い
う
。
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
実
を
明

を
い
う
。
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
実
を

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）



- 2 -

○

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
四
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
令
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
の
算
定
方

（
令
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
の
算
定
方

法
）

法
）

第
二
十
一
条
の
二

市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
（
令
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規

第
二
十
一
条
の
二

市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
（
令
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規

定
す
る
市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

定
す
る
市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
又
は
当
該
教
育
・
保
育

を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
又
は
当
該
教
育
・
保
育

給
付
認
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を

給
付
認
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を

有
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内

有
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内

に
住
所
を
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
を
算
定
す
る
も

に
住
所
を
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
を
算
定
す
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
削
る
）

２

市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定

保
護
者
又
は
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が

地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は

夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で

政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で

あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
号

イ
に
該
当
す
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
又
は
同
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、

若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で

な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ

た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場

合
に
同
号
に
該
当
す
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
三
百
十

四
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
額
（
そ
の
者
が
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第

一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て

い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る

の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
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し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
を

し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
三
項
に

該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
額
）
に
同
法
第
三
百
十
四
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。


